
平
成
23
年
4
月
分
か
ら
月
々
の

保
険
料
が
80
円
引
き
下
げ
ら
れ
、

月
額
1
5,
0
2
0
円
に
な
り
ま

す
。国

民
年
金
保
険
料
を
前
納
す
る

と
割
引
が
あ
り
ま
す

定
額
保
険
料
や
付
加
保
険
料
を

5
月
2
日
�
ま
で
に
一
括
し
て
前

納
す
る
と
、
割
引
が
あ
り
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
よ
り
送
付
さ
れ

た
平
成
23
年
度
分
納
付
書
を
持
っ

て
、
金
融
機
関
の
窓
口
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
、
前
納
す
る

旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

月
々
の
口
座
振
替
に
早
割
（
当

月
保
険
料
の
当
月
末
引
落
し
）

制
度
が
あ
り
ま
す

通
常
の
口
座
振
替
（
当
月
保
険

料
の
翌
月
末
引
落
し
）
で
は
割
引

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
【
早
割

制
度
】
を
利
用
す
る
と
、
月
々
の

保
険
料
が
50
円
割
引
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
保
険
料
の
半
額
免
除
等

の
承
認
を
受
け
て
い
る
方
は
、
通

常
の
口
座
振
替
で
の
お
申
し
込
み

と
な
り
ま
す
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
年
金

保
険
料
の
納
付
が
で
き
ま
す

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
は
、

被
保
険
者
ご
自
身
か
ら
事
前
に
お

申
込
み
を
い
た
だ
き
、
以
後
継
続

的
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
が

日
本
年
金
機
構
に
立
替
納
付
を
行

う
も
の
で
す
。（
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
を
提
示
し
、
直
接
納
付
い
た
だ

く
方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

な
お
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納

付
で
は
毎
月
の
【
早
割
制
度
】
は

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

学
生
の
み
な
さ
ん
も
20
歳
に
な

っ
た
ら
必
ず
国
民
年
金
に
加
入
し
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
義
務
と

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
経
済

的
に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難

し
い
学
生
の
方
に
は
、
在
学
期
間

中
の
保
険
料
が
後
払
い
で
き
る

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。
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国民年金国民年金
★定額保険料を納付書により現金納付した場合�

※（　）内は付加保険料のある場合です。�

 1 年分�

半年分�

毎月納めたとき� 割引額�一括前納で納めたとき�

180,240円�
（185,040円）�

90,120円�
（92,520円）�

177,040円�
（181,750円）�

 89,390円�
（91,770円）�

3,200円�
（3,290円）�

730円�
（750円）�

 5 月 2 日�

前期分  5 月 2 日�
後期分 10月31日�

納　期�

保険医療課からのお知らせ

後期高齢者医療の被保険者の方の平成23年度後期高齢者医療保険
料の納め方と通知の時期は次のとおりです。
納め方と通知の時期
①すでに年金からの天引きが始まっている方
4 月、 6 月、 8 月の年金からも 2 月の年金天引額と同額の保険料
が天引きされます。
②平成23年度後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書が届いた方
お知らせした額で、 4 月または 6 月の年金から天引きが開始され
ます。
③上記以外の方
7 月に納入通知書を送付します。納期は 7 月末から来年 2 月末ま
での各月（ 8 回）となります。また、年度途中に75歳に到達した
方や町外から転入して来た方には、 7 月以降、随時、納入通知書
を送付します。

（注意）
①と②の方にも 7 月に後期高齢者医療保険料額決定通知を送付しま
すので、改めて保険料額の確認をお願いします。
03 保険医療課医療係

国民健康保険および後期高齢者医療保険で
は、町民の方の健康増進のために、国内の約
300か所余りの旅館、ホテルと契約をし、国保
および後期高齢者医療保険加入者の方が利用し
た場合に、 1 泊につき大人3,000円・小人2,000
円の補助をしています。
利用にあたっては、利用券を必要としますの

で、施設に予約後、利用日の10日前までに保険
証と印鑑を持参のうえ、保険医療課で申請をし
てください。
また、施設所在地・名称・協定料金等は保険

医療課にパンフレットをご請求ください。

（注意）
・旅行会社等の企画によるパック旅行は除きま
す。
・保険税（料）の滞納者は除きます。
・補助は 1 年度内 2 泊までです。
3 保険医療課
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対
象大

学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等

学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
お
よ
び
各
種
学
校
等
の
学
生

（
夜
間
・
定
時
制
課
程
や
通
信
制

課
程
の
方
を
含
む
）
で
あ
っ
て
、

本
人
の
前
年
所
得
が
1
1
8
万
円

以
下
の
方
で
す
。

扶
養
親
族
控
除
等
が
あ
れ
ば
、

基
準
額
が
変
わ
り
ま
す
。

（
注
意
）
各
種
学
校
は
、
修
業
年

限
が
1
年
以
上
で
、
都
道
府
県
等

の
認
可
を
受
け
て
い
る
学
校
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

年
金
手
帳
・
学
生
証
（
ま
た
は

学
生
証
の
写
し
）
・
印
鑑
（
認
印
）

承
認
期
間

特
例
の
承
認
期
間
は
、
平
成
23

年
4
月
か
ら
平
成
24
年
3
月
ま
で

で
す
が
、
平
成
23
年
4
月
中
の
申

請
に
限
り
前
年
度
分
（
平
成
22
年

4
月
〜
23
年
3
月
分
）
も
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

23
年
度
だ
け
の
申
請
で
あ
れ
ば
、

申
請
が
遅
れ
た
場
合
（
例
え
ば
10

月
に
申
請
）
で
も
23
年
4
月
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
承
認
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
申
請
が
遅
れ
る
と
障

害
基
礎
年
金
等
が
受
け
ら
れ
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

●
学
生
納
付
特
例
の
継
続
申
請

次
に
該
当
す
る
方
は
、
は
が
き

に
よ
る
申
請
が
で
き
ま
す
。

対
象平

成
23
年
1
月
上
旬
ま
で
に
平

成
22
年
度
分
の
申
請
が
済
ん
で
い

て
、
申
請
書
に
23
年
4
月
以
降
も

在
学
予
定
と
記
載
さ
れ
た
方
に
は
、

4
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら

は
が
き
形
式
の
申
請
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
引
き
続
き
特
例
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
こ
の
は
が
き
に
必

要
事
項
を
記
入
し
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。
返
送
い
た
だ
く
こ
と
に
よ

り
、
平
成
23
年
度
も
特
例
の
申
請

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
4
月
下
旬
ま
で
に
は
が

き
の
届
か
な
い
方
、
ま
た
新
規
申

請
の
方
に
つ
い
て
は
、
直
接
役
場

保
険
医
療
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。平

成
23
年
2
月
28
日
か
ら
年
金

加
入
者
や
受
給
者
の
方
が
、
い
つ

で
も
ご
自
身
の
年
金
加
入
記
録
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
「
ね
ん
き

ん
ネ
ッ
ト
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
開
始
に
伴

い
、
保
険
医
療
課
の
窓
口
で
も
年

金
加
入
記
録
の
確
認
が
で
き
ま
す
。

申
込
書
（
窓
口
に
設
置
）
を
ご

記
入
の
う
え
、
本
人
確
認
書
類
と

と
も
に
窓
口
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

①
本
人
確
認
書
類
（
原
本
の
み
有

効
。
コ
ピ
ー
等
は
不
可
。）

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な

ど
の
顔
写
真
付
証
明
書
で
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
。

写
真
付
き
で
な
い
場
合
は
、
2

種
類
以
上
の
証
明
書
が
必
要
で
す
。

②
基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
照
会
番

号
が
必
要
で
す
。

番
号
が
わ
か
ら
な
い
方
は
、
年

金
手
帳
、
ね
ん
き
ん
定
期
便
等
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

③
印
鑑
（
認
印
）

※
代
理
人
の
方
が
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
の
申
込
み
を
さ
れ
る
場
合
は
、

「
委
任
状
」（
指
定
様
式
あ
り
）と
代

理
人
の
方
の
「
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
」、「
印
鑑
」
が
必
要
で
す
。
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子ども医療費の助成が始まります�

保険医療課からのお知らせ

4 月診療分から、子ども医療費の助成が始まります。
町が指定する町内医療機関で受診する場合について
は、窓口での支払いが不要になります（窓口払い廃
止）。受診の際には必ず、保険証と受給者証を提示して
ください。
ただし、受給者証を提示しなかった場合や、町で指
定する医療機関以外では、窓口で支払いをし、支給申
請書に領収書を月ごと、医療機関ごとに分けて添付し、
役場に提出してください。提出期間は診療月の翌月以
降、5年間です。診療月と同月中は申請できません。
審査の後、ご指定いただいた口座に振り込みます（償
還払い）。
※支給申請書は役場の保険医療課で配布していますが、
町内医療機関にも備え付けてあります。また、町ホー
ムページからダウンロードできます。

窓口払い廃止の対象となる医療費は、保険診療一部
負担金（月額21,000円未満）と入院時の食事療養費（ 2
分の1）です。健診や任意の予防接種などの保険診療外
のもの、国や県で定める他の医療費助成制度の医療費
は対象になりません。
※保育所、幼稚園、学校などの管理下（登下校も含む）
での負傷、疾病の場合、原則として医療費の助成を受
けられません。（詳しくは所属する学校等にお問い合わ
せください。）氏名、住所、健康保険証、振込先口座に
変更があったときは、
必ず保険医療課に届出
をしてください。
03 保険医療課医療係
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